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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成３０年１２月４日（平成３０年（行情）諮問第５５２号） 

答申日：令和元年９月６日（令和元年度（行情）答申第１７９号） 

事件名：「文書番号を管理している文書，文書番号台帳（特定年度分，大臣官

房特定課分）」の一部開示決定に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「文書番号を管理している文書，文書番号台帳（平成２９年度分，大臣

官房人事課分）」（以下「本件請求文書」という。）の開示請求につき，

「人事課施行簿（平成２９年４月１日から平成３０年３月３０日まで）」

（以下「本件対象文書１」という。）を特定し，一部開示した決定につい

て，諮問庁が「人事課受付簿（平成２９年４月１日から平成３０年３月３

１日まで）」（以下「本件対象文書２」といい，本件対象文書１と併せて

「本件対象文書」という。）を追加して特定し，開示決定等をすべきとし

ていることは，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対する処分のうち，

平成３０年７月９日付け厚生労働省発人０７０９第４号により厚生労働大

臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った一部開示決定（以

下「原処分」という。）について，その取消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書によると，おおむ

ね以下のとおりである。 

   厚生労働省から他へ送付した文書だけではなく，他行政機関などから受

け取った文書の文書番号を管理しているものも請求対象であることは，数

回厚生労働省へ連絡していましたが，開示決定されませんでした。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

 （１）審査請求人は，平成３０年３月２７日付け（同月２８日受付）で処分

庁に対し，法３条の規定に基づき，「文書番号を管理している文書，文

書番号台帳（平成２９年度分，大臣官房分，年金局，職業安定局分）」

に係る開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

 （２）これに対する複数の処分の一つとして，処分庁が本件対象文書１を一
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部開示する原処分を行ったところ，審査請求人は同処分を不服として，

同年９月６日付け（同月７日受付）で本件審査請求を提起したものであ

る。 

２ 諮問庁としての考え方 

   本件審査請求については，「人事課受付簿（平成２９年４月１日から平

成３０年３月３１日まで）」を新たに本件対象文書として特定した上で，

「人事課施行簿（平成２９年４月１日から平成３０年３月３０日まで）」

を開示することとした原処分は妥当であるものと考える。 

 ３ 理由 

 （１）本件対象文書の特定の経緯 

    本件開示請求は，「文書番号を管理している文書，文書番号台帳（平

成２９年度分，大臣官房分，年金局，職業安定局分）」の開示を求める

ものである。 

    本件対象文書の特定のため，平成３０年４月２４日付けで補正の依頼

を行い，「お求めの文書は「施行簿（平成２９年度分，大臣官房分，年

金局分，職業安定局分）」でよろしいでしょうか」と，期間を定めて確

認を行ったが，回答がなかったため，補正の意思はないとして，「人事

課施行簿（平成２９年４月１日から平成３０年３月３０日まで）」を本

件対象文書として原処分を行ったところであるが，本件審査請求を受け

て諮問庁において確認したところ，「人事課受付簿（平成２９年４月１

日から平成３０年３月３１日まで）」についても，本件対象文書として

特定することが妥当であると判断した。 

 （２）「人事課施行簿（平成２９年４月１日から平成３０年３月３０日ま

で）」について 

    当該行政文書は，大臣官房人事課（以下「人事課」という。）で作成

し，省外又は省内に発出した通知等の文書番号等を管理した文書である。 

 （３）審査請求人の主張について 

    審査請求人は，審査請求書の中で，「厚生労働省から他へ送付した文

書だけではなく，他行政機関などから受け取った文書の文書番号を管理

しているものも請求対象であることは，数回厚生労働省へ連絡していま

したが，開示決定されませんでした。」と主張している。しかし，審査

請求人が請求内容に「他行政機関などから受け取った文書の文書番号を

管理しているものも含まれる」ことを主張したのは，開示決定後の平成

３０年９月６日付け（同月７日受付）の文書での主張のみである。この

ため，平成３０年７月９日付けで行った原処分は妥当である。 

 ４ 結論 

   以上のとおり，本件審査請求については，「人事課受付簿（平成２９年

４月１日から平成３０年３月３１日まで）」を，新たに本件対象文書とし
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て特定した上で，原処分を維持することが妥当であるものと考える。 

第４ 調査審議の経緯 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成３０年１２月４日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 令和元年７月１９日   審議 

   ④ 同年９月４日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

   本件開示請求に対する処分の一つとして，処分庁は，本件対象文書１を

特定し，その一部を開示する原処分を行ったところ，審査請求人は，文書

の特定に誤りがあるとして，原処分の取消しを求めている。 

   諮問庁は，諮問に当たり，本件請求文書に該当するものとして本件対象

文書２を追加して特定し，開示すべきであるとしていることから，以下，

本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 

 ２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

 （１）理由説明書（上記第３の３）の記載及び当審査会事務局職員をして諮

問庁に対し更に説明を求めさせたところによると，諮問庁は，本件対象

文書の特定の妥当性について，おおむね以下のとおり説明する。 

   ア 本件開示請求に対し，処分庁は，平成３０年４月２４日付け厚生労

働省発総０４２４第３号により，審査請求人が開示を求める文書は，

「施行簿（平成２９年度分，大臣官房分，年金局分，職業安定局

分）」でよいか確認を求める求補正を行った。 

「施行簿」とは，厚生労働省文書取扱規則（平成２３年４月１日厚

生労働省訓第２１号）により，決裁文書について決裁を終えたとき

に，件名，文書番号，施行日，起案者その他必要な事項を記載する

ものとして各課に備えるよう規定されている帳簿である。 

   イ 審査請求人から，平成３０年６月３日付けで，開示を求める文書を，

大臣官房人事課，同地方課，職業安定局総務課及び年金局が保有す

る文書に限定する旨の回答があった。 

   ウ 上記イの回答を受けて，処分庁は，上記イの４部局課が保有する

「施行簿」の一部を開示する各決定を行った。 

エ 平成３０年９月６日付けで審査請求人から，上記ウの各開示決定の

うち，大臣官房人事課分として同年７月９日付け厚生労働省発人０７

０９第４号により処分庁が行った「人事課施行簿（平成２９年４月１

日から平成３０年３月３０日まで）」の一部開示決定に対して，本件

審査請求が提起されるとともに，審査請求書とは別の文書により，本

件請求文書には，厚生労働省から他へ発送した文書だけではなく，他
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行政機関などから受け取った文書の文書番号を管理しているものも含

まれる旨の連絡を受けた。 

   オ 厚生労働省文書取扱規則では，課長又は課宛ての文書（親展文書及

び開示請求書等を除く。）を受け取った各課が，当該文書の受付日，

件名，受付番号，発信者，宛て先及びその他必要な事項を記載する

ものとして，「課受付簿」を各課に備えることとされている。この

ため諮問庁では，「人事課受付簿（平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日まで）」を新たに開示すべき文書として特定するこ

とが妥当と判断した。 

   カ 人事課において，文書番号を管理する文書として作成し，保有して

いる文書は，「人事課施行簿」及び「人事課受付簿」の２種類であ

り，本件対象文書の外に，本件請求文書に該当するものは保有して

いない。 

 （２）当審査会において，諮問庁から本件対象文書の提示を受けて確認した

ところ，以下のとおりであり，いずれも，文書番号を管理している文書

であると認められることから，原処分において本件対象文書１を特定し

たこと及び諮問庁が本件対象文書２を追加して特定すべきであるとして

いることは妥当である。 

   ア 本件対象文書１ 

本件対象文書１には，人事課が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に施行した文書の「施行日」，「文書番号」，

「件名」及び「起案者」が記載されている。 

イ 本件対象文書２ 

本件対象文書２には，人事課が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に受け付けた文書の「状態」，「件名」，「先

方の文書番号」，「先方の文書日付」，「受付日」，「受付番号」，

「発信者」，「あて先」，「受信区分」，「受信日時」，「受付担

当者」及び「管理担当課・係」が記載されている。  

 （３）また，厚生労働省人事課において，これらの文書以外に，本件請求文

書に該当するものは保有していないとする上記（１）カの諮問庁の説明

は，厚生労働省文書取扱規則に基づくものであり，不自然，不合理であ

るとは認められず，これを覆すに足りる特段の事情も認められない。 

    したがって，厚生労働省において本件対象文書の外に本件請求文書に

該当する文書として特定すべき文書を保有しているとは認められない。 

３ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書１を特

定し，一部開示した決定について，諮問庁が本件対象文書２を追加して特

定し，開示決定等をすべきとしていることについては，厚生労働省におい
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て，本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有して

いるとは認められないので，本件対象文書２を追加して特定し，開示決定

等をすべきとしていることは，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

委員 髙野修一，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 

 

 


